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推
移
し
た
場
合
と
最
高
90
％
ま
で
引
き
上
げ

た
場
合
等
を
比
べ
た
。
2
0
5
0
年
で
現
役

世
代
の
平
均
手
取
り
収
入
額
に
対
す
る
モ
デ

ル
年
金
額
を
示
す
「
所
得
代
替
率
」は
納
付

率
90
％
で
51
・
8
％
、
同
65
％
で
は
51
・
1
％

と
0
・
7
％
の
悪
化
に
と
ど
ま
る
。

な
ぜ
軽
微
な
影
響
に
過
ぎ
な
い
の
か
。

未
納
者
ら
は
積
立
金
で
調
整

7
0
0
0
万
人
超
の
加
入
者
全
員
が
割
り

勘
で
払
う
定
額
保
険
料（
現
在
1
万
4
1
0

0
円
）は
、
未
納
・
未
加
入
者
分
だ
け
や
や
割

高
に
な
る
。
い
わ
ば
”割
り
勘
負
け
分
“
は

個
々
の
加
入
者
の
保
険
料
に
上
乗
せ
さ
れ
る

の
で
は
な
く
、
各
制
度
の
積
立
金
で
穴
埋
め

さ
れ
る
。
将
来
的
に
未
納
・
未
加
入
者
は
年

金
を
支
給
さ
れ
な
い
の
で
、
そ
の
給
付
減
少

分
は
積
立
金
と
し
て
返
還
さ
れ
る
。
た
だ
し
、

穴
埋
め
に
使
わ
れ
た
積
立
金
は
運
用
で
利
子

を
稼
ぐ
こ
と
が
で
き
な
い
。
そ
の
マ
イ
ナ
ス

分
が
所
得
代
替
率
を
0
・
7
％
引
き
下
げ
る
、

と
い
う
意
味
だ
。

未
納
・
未
加
入
者
の
存
在
は
、「
財
政
の
危

機
」で
は
な
い
。
だ
が
、
無
年
金
者
や
低
年
金

者
の
増
大
を
招
く
「
信
頼
性
の
危
機
」に
違

い
な
く
、
先
行
き
の
生
活
保
護
の
受
給
者
等

が
予
想
さ
れ
る
。
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●

年
金
改
革
・
論
争
●

基
礎
年
金
を

税
で
固
め
る
難
し
さ

基
礎
年
金
を
税
方
式
に
切
り
換
え
る
提
案

は
、
福
田
政
権
が
設
け
た「
社
会
保
障
国
民

会
議
」で
実
質
的
に
否
定
さ
れ
つ
つ
あ
る
。

な
ぜ
な
の
か
。
こ
の
古
く
て
新
し
い
論
争
を

検
証
し
て
み
よ
う
。

財
政
危
機
か
、
信
頼
性
の
危
機
か

経
済
同
友
会
、
連
合
、
日
経
新
聞
等
に
よ

る
税
方
式
転
換
策
は
、「
国
民
年
金
」の
空
洞

化
に
よ
る
”財
政
難
“
や
社
会
保
険
庁
の
ず

さ
ん
な
管
理
・
運
営
に
対
す
る
危
機
感
を
背

景
に
し
て
い
る（
給
付
時
は
基
礎
年
金
と
呼

ば
れ
る
）。

後
者
の
底
な
し
沼
の
よ
う
な
不
祥
事
は
年

金
制
度
へ
の
不
信
と
不
安
を
あ
お
る
。
前
者

の
問
題
は
ど
う
か
。
未
納
者
・
未
加
入
者
は

計
3
4
0
万
人（
う
ち
未
加
入
18
万
人
、
06

年
度
末
）。
ピ
ー
ク
時
の
4
9
0
万
人（
同
45

万
人
、
03
年
度
末
）に
比
べ
減
少
し
た
も
の
の

第
1
号
被
保
険
者
2
1
2
3
万
人
に
占
め
る

割
合
は
16
％
。
た
だ
し
、
基
礎
年
金
は
す
べ

て
の
被
保
険
者
7
0
4
1
万
人
で
ま
か
な
う

た
め
年
金
財
政
上
の
影
響
割
合
は
4
・
8
％

（
ほ
か
に
保
険
財
政
面
で
は
除
外
さ
れ
る
全

額
免
除
者
ら
3
2
0
万
人
、
学
生
納
付
特
例

等
の
猶
予
者
2
0
8
万
人
）。

社
会
保
障
国
民
会
議
の
シ
ミ
ュ
レ
ー
シ
ョ
ン

は
、
国
民
年
金
の
納
付
率
が
現
状
の
65
％
で
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最
低
で
も
消
費
税
12
％
へ

税
方
式
導
入
は
消
費
税
率
ア
ッ
プ
に
頼
る

ほ
か
な
い
。
40
年
加
入
で
月
額
6
・
6
万
円

の
満
額
年
金
を
す
べ
て
消
費
税
で
ま
か
な
う

な
ら
、
ど
の
程
度
の
引
き
上
げ
が
必
要
か
。

納
付
者
と
未
納
・
未
加
入
者
に
対
し
一
律

に
6
・
6
万
円
を
支
給
す
る
の
は
不
公
平
だ
。

納
付
者
に
上
積
み
支
給
す
る
と
財
源
は
急
膨

張
す
る
。
現

実
に
は
未
納
・

未
加
入
の
期

間
に
応
じ
減

額
す
る
方
法

し
か
な
い
。
こ

の
条
件
で
概

算
す
る
と
、
ま

ず
09
年
度
に

政
府
の
約
束

通
り
国
庫
負

担
2
分
の
1
へ

の
引
き
上
げ

を
実
行
す
る

（
消
費
税
1
％

分
）、
そ
の
う

え
で
切
り
換

え
時
に
9
兆

円
か
か
る（
消
費
税
率
3
・
5
％
）、
次
第
に

財
源
は
膨
ら
み
2
0
5
0
年
で
32
兆
円（
同

6
％
）。
つ
ま
り
最
終
的
に
消
費
税
5
％
を

12
％
ま
で
引
き
上
げ
ね
ば
な
ら
な
い
。

し
か
も
、
全
員
が
税
財
源
の
み
の
年
金
を

受
け
る
ま
で
約
65
年
か
か
る（
40
年
在
住
で

満
額
年
金
だ
が
、
減
額
年
金
を
受
け
る
未

納
・
未
加
入
者
が
皆
無
に
な
る
ま
で
25
年
か

か
る
）＝
表
参
照
。

保
険
料
ゼ
ロ
か
、
消
費
税
負
担
か

も
ち
ろ
ん
国
民
年
金
に
加
入
す
る
自
営
業

者
、
零
細
事
業
所
従
業
員
ら
の
保
険
料
は
ゼ

ロ
に
な
る
。
厚
生
年
金
や
共
済
年
金
も
基
礎

年
金
分（
保
険
料
率
で
5
％
程
度
）は
ゼ
ロ
で
、

そ
の
保
険
料
を
折
半
す
る
労
使
の
負
担
は
軽

く
な
る

こ
の
結
果
、
個
々
人
・
企
業
の
負
担
は
ど

う
変
わ
る
の
か
。

▲
勤
労
世
帯
は
ど
の
収
入
階
級
で
も
基
礎
年

金
の
保
険
料
軽
減
分
よ
り
消
費
税
負
担
の

増
加
分
の
方
が
大
き
く
、
低
所
得
層
の
負

担
が
相
対
的
に
重
い
。

▼
自
営
業
者
は
保
険
料
の
軽
減
分
が
や
や
大

き
い
が
、
保
険
料
免
除
の
低
所
得
層
は
消

費
税
で
負
担
増
に
陥
る
。

▲
年
齢
階
級
別
に
み
る
と
、
す
べ
て
で
消
費

税
の
増
加
分
が
大
き
く
な
り
、
と
り
わ
け

保
険
料
を
払
い
終
わ
っ
た
65
歳
以
上
の
年

金
生
活
者
は
消
費
税
ア
ッ
プ
に
直
撃
さ
れ

る
。

▲
世
帯
形
態
別
で
は
、
夫
婦
共
働
き
だ
け
は

保
険
料
軽
減
分
と
消
費
税
増
加
分
が
ほ
ぼ

相
殺
さ
れ
る
。

▼
事
業
主
は
推
定
3
〜
4
兆
円
軽
減
さ
れ
る

（
た
だ
し
、
収
益
ア
ッ
プ
に
よ
る
法
人
税
増

が
予
想
さ
れ
る
）。

消
費
税
増
は
す
べ
て
物
品
・
サ
ー
ビ
ス
に

価
格
転
嫁
さ
れ
る
仮
定
等
に
異
論
も
あ
る
だ

ろ
う
が
、
ど
う
に
も
喜
ぶ
人
は
少
な
い
結
果

に
な
っ
た
。

も
う
ひ
と
つ
、
経
済
同
友
会
は
厚
生
年

金
等
の
報
酬
比
例
部
分
を
公
的
年
金
か
ら

外
し
、
企
業
・
個
人
年
金
へ
の
切
り
換
え
を

迫
り
、
連
合
は
現
状
維
持
を
求
め
る
。
こ
の

”呉
越
同
舟
“
も
気
が
か
り
だ
が
、
未
納
・
未

加
入
者
イ
コ
ー
ル
財
政
危
機
で
は
な
い
事
実

と
消
費
税
ア
ッ
プ
の
実
現
可
能
性
の
両
面
で

税
方
式
は
後
景
に
退
い
た
感
が
深
い
。
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Go Miyatake

■
宮
武

剛
（
み
や
た
け
・
ご
う
）

早
稲
田
大
学
政
経
学
部
卒
。
毎
日
新
聞
社
・
論
説
副
委
員
長
、
埼
玉
県

立
大
学
教
授
を
経
て
、
現
在
、
目
白
大
学
教
授
。

近
著
に『
介
護
保
険
の
再
出
発

医
療
を
変
え
る
・
福
祉
も
変
わ
る
』（
保

健
同
人
社
）。

過去の保険料未納に応じて減額のケース

＊（ ）内は全員に6.6万円支給して納付者には上積みするケース、消費税率は現行5％＋別に国庫
負担2分の1引き上げ（消費税率1％程度）に上乗せ分。

2009年�

9兆円�
（24兆円）�

3.5%（8.5％）�

�

2015年�

12兆円�
（28兆円）�

3.5%（8.5%）�

�

2025年�

15兆円�
（31兆円）�

3.5%（8.0%）�

�

2050年�

32兆円�
（42兆円）�

6.0%（8.0%）�

�
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�
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